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今月のトピックス

学校給食調理の民間委託を促す動き

内閣府、偽装請負回避のマニュアル作成

今回は、内閣府公共サービス改革推進室が2012年１

月にとりまとめた、「地方公共団体の適正な請負（委託）

事業推進のための手引き」を紹介します。学校給食調理

の民間委託推進に、この手引きが今後活用されることが

考えられます。ぜひご一読いただき、学校給食と調理の

民間委託、あるいは、公共サービスの民間化、競争原理

導入についてお考えください。

■はじめに

学校給食調理の民間委託は、地方公共団体におい

て、いまや最大の「公共サービス改革」の対象になってい

るようです。

全国的な学校給食調理の委託率は、公表されている

最新の数字で25.5％（2008年５月１日現在）となってお

り、前年度までの伸び率をみると、現在はさらに高い比率

で民間委託が進んでいると考えられます。

内閣府は、公共サービス改革推進室において、市場

化テストをはじめ、国と地方の公共サービスの改革を進

める様々な検討などを行っています。

今年（2012年）１月、公共サービス改革推進室は「地方

公共団体の適正な請負（委託）事業推進のための手引

き」を発表しました。

現在は、地方公共団体との研究会（地方公共団体の

市場化テスト）の資料として公開されています。

公共サービス改革推進室のメールマガジン（平成24年

１月30日 第12号）によると、「この手引きは、地方公共

団体において、民間事業者の創意工夫を活用した 公共

サービスの提供を、適正な請負（委託）契約に基づき推

進できるよう、

・「請負（委託）による事業」と「労働者派遣事業」について

整理

・具体的な請負（委託）事業の実施方法のモデルを提示

したもの」となっています。

この手引きでは、具体的な業務の委託方法について４

分野を紹介しています。

（１）学校給食調理業務

（２）学校用務員業務

（３）地方公共団体の適切な管理下における窓口業務

（４）自動車運行管理業務

とくに、学校給食調理業務については、契約書、仕様

書のあり方をはじめ、過去の判例なども持ち出して委託

の推進を積極的に提案しています。

一方で、指示の出し方等によっては偽装請負になりか

ねないことを強調し、注意を呼びかけています。

学校給食調理の民間委託については、食材の提供を

発注元の自治体から受けること、施設設備を給食室や給

食センターなど自治体所有のものを使用すること、栄養

士と請負会社等との指示の関係などで、偽装請負になり

やすい（人材派遣とみられやすい）ことが指摘されていま

した。

そのことについての法的な解釈をはじめ、具体的な対

応を示したものと言えます。

その一方で、学校給食の調理の民間委託における数

々の諸問題については触れられていません。
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●学校給食調理の民間委託の諸問題

これまで、学校給食全国集会等で報告されてきた調理

の民間委託の代表的な問題点は、次のようなものです。

（くわしくは、学校給食ニュース2007年７月号、10月号の

栄養職員が語る委託調理の実態をご参照ください）

・低価格受注の問題点

学校給食の民間委託は、人口の少ない地方部では、

受託する給食会社等があまりないという問題もあります

が、全国的には大手給食会社、地元給食会社などの過

当競争が続いており、低価格受注も認められます。そも

そも、学校給食調理の民間委託を行う地方自治体は、

「コスト削減」し、その分を他の教育予算や学校給食の充

実に使用すると説明して導入することが多く、できるだけ

低価格を望みます。

また、特に中小の給食会社からすると、学校給食調理

業務を受注しているという実績は、高い信用につながる

ため、採算面でメリットが少なくても受注することが起きや

すい事業です。

しかし、低価格受注は、結果的にいくつもの問題を生

み出します。

ひとつは、人件費の抑制です。現場の管理者であるチ

ーフ職の社員が、有期雇用で三期休業中は休職や退職

という例もあります。調理現場で最も数が多くなるパート

社員も、予定通りの人数が集まらない、仕事の大変さに

対して時給が低いなどで定着しないという例は各地で聞

かれます。それにより、調理現場のチームとしてのまとまり

がとれず、小さなミスやトラブルが多発するといった問題

が生じます。

ある栄養職員は、これについて、「直営の場合、調理

員は調理業務に役割分担をしても、手が足りないときに

はすぐに手伝いに入るなど柔軟な体制をとることができる

が、給食会社の場合、少数の正社員（チーフ等）と、役割

や技能が限られ、たとえば火を扱えないなどのパート社

員で構成されているため、チーフが指示と主な作業を行

うタテ構造になっており、そのことで、一部の社員に負担

がかかったり、かえって無駄が生じたりする」と報告してい

ます。

もちろん、現在は直営であっても、正規（常勤）調理員

比率が減り、非常勤、パート雇用の調理員比率が高くな

った調理現場では、同様の問題が起きる場合もありま

す。コスト削減の一番の弊害は、技術や経験不足の人材

に頼らざるを得なくなり、学校給食の調理の質が低下し

やすくなるという根本的な問題をはらんでいます。

さらに、学校給食調理の経験がないチーフ等の場合、

炊飯や卵を割る、だしをとる、カレーのルーなどを作ると

いったことができず、栄養職員・栄養教諭が困ると言った

事例もあります。これは、給食サービス産業の大量調理

では外部炊飯や液卵の利用、半調理品の使用などが主

流となっていて、手作りの調理手順を行わなくなったこと

なども背景にあるようです。

・学校、子どもとの関係

民間委託を受けた給食会社等にとって、学校、子ど

も、あるいは保護者は「お客様」となります。当然、お客様

としての扱いになりますが、教育の場である学校における

委託は、学校にいる「知らない大人」を生み、また、子ども

たちに教育的な配慮を持って接することのない大人が登

場することを意味します。

そのような事例が報告される一方で、給食調理場のみ

に出入りする給食会社等の社員、パート社員が業務をす

ることで、給食調理場が学校と隔絶した空間になってしま

い、学校との連携が失われたり、密室故にサービス業とし

ての質の低下を招いてしまったという報告もあります。

大前提として、栄養職員・栄養教諭と調理員の関係

が、直営と民間委託では本質的に変わります。栄養職員

・栄養教諭は、直営であれば事前、事後の打ち合せを始

め、調理中でも調理場に入ったり、調理員とのやりとりを

行うことができますが、民間委託では、栄養職員・栄養教

諭は発注者側の人間、調理者は請負の会社の人間とな

りますので、献立、指示書を元にしたチーフとの事前事

後の打ち合せ以外で、調理中などには立ち入ることがで

きなくなります。

・契約書、仕様書の問題

学校給食調理の民間委託は、地方公共団体との間で

業務契約を結びます。契約書および業務の詳細を示し

た仕様書が取り交わされることになりますが、ここに大きな

問題が生じます。

まず、契約書や入札等の前提となる業務の積算、仕様

書について、必ずしも、給食調理現場に精通した担当者

が作成しているわけではなく、実際に給食会社との業務

を行う学校（長）や栄養職員・栄養教諭が契約金額や契
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約書、仕様書の内容を熟知せずに学校給食の調理業務

を行うために、給食会社等に契約外の業務を要求した

り、その逆があったりということも起きます。例えば、仕様

書には清掃の範囲が給食室だけなのに、ランチルームの

清掃も給食会社等にさせる、といったことです。

また、契約条件に、調理現場に入るチーフに栄養士の

資格を求めるため、新規採用の栄養士がチーフとなり、

経験豊富な社員がサブチーフ以下になるといった業務

運営上、人間関係を構築しにくくなるといった事例も聞か

れます。

・ノウハウの流出と移転

直営の正規調理員は、長年に渡ってその地方自治体

の調理員として自治体独自のノウハウと調理技能を活用

し、継承していますが、退職不補充等による正規調理員

の減少、非常勤、パート職員の拡大によって、そのノウハ

ウや技能が失われつつあります。

また、ある栄養職員は、「調理の民間委託は、民間の

専門的な技能を活用するとあるが、実際には、学校給食

のノウハウは、学校給食の中である栄養職員・栄養教諭

および調理員がもっており、民間委託は、調理員との業

務経験を持つ栄養職員・栄養教諭の学校給食のノウハ

ウを民間に移転しているだけではないのか」、といった疑

問を投げかけています。

2011年４月に政府の行政刷新会議公共サービス改革

分科会が発表した「公共サービス改革プログラム」では、

まさしく、そのことが述べられており、ノウハウを持つ公務

員を一時的に民間企業に派遣することなどについての考

え方が示されています。

それでも、ノウハウが公から民へ移転するだけならばと

もかく、流動の激しい給食会社の中で、教育の一環とし

て取り組まれてきた学校給食のノウハウが失われていくこ

とが懸念されます。

■公共サービス改革プログラムより

公共サービス改革プログラム（平成23年４月 行政刷

新会議公共サービス改革分科会）のノウハウ移転に関す

る部分は、様々な問題点が同プログラムの別紙で指摘さ

れています。法的なグレーゾーンのままに、公共ノウハウ

を民間企業に移転するしくみが先行させることには様々

な問題が生じます。そもそも公共サービスとはなにか、民

営化が望ましいのかといった本質的な問題もあります。該

当部分を転載します。

第３章 地域の公共サービス改革

３．民間との連携

(4) ノウハウの移転に係る課題

民間の受け皿の育成に当たっては、ノウハウの円滑な移

転が欠かせないが、制度面での制約により、現場では混

乱や試行錯誤が続いている。

その一つは、労働法制上の問題である。委託先への指

示等が許容される具体的な範囲が明確でなく、委託先企

業の労働者と打ち合わせ等を行うことで偽装請負となる

指揮命令が発生してしまい都道府県労働局側から指導

を受ける例がみられるほか、指導を恐れて業務分担を過

度に厳格化することで公共サービスの受益者である住民

や委託先企業の要求が充足されていない例がみられる。

こうした指導を受けた地方公共団体、委託先企業の双方

において、指導を受けること自体や指導の内容について

合理性がないのではないか、と疑問を持つ例もある。

また、地方公務員の委託先企業への派遣を行い、直接

業務のノウハウを移転する手法も考えられるが、その手

法には、どのような手法があり得るのか、検討を行うべき

であるとの要望が地方公共団体から寄せられている。

なお、公務員の派遣等に関する配慮規定を含む民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する

法律（平成十一年法律第百十七号）の改正法案が平成2

3年３月11日に閣議決定されている。

これらの問題については、地方公共団体等から強い要

望があることを踏まえた対応が必要であるとの認識の下、

検討を行う。

（別紙）分科会における指摘内容

11．ノウハウの移転に係る問題（第３章３．(4)関係）

地方公共団体の業務委託の背景は様々であるが、今日

では地方公共団体側の事情により行うことも多い。このよ

うな場合には、業務の引き継ぎなどが円滑に行われるこ

とが住民に対する公共サービスの提供上、極めて重要な

課題となる。

公共サービスのノウハウの移転の手法としては、まず、委

託元である地方公共団体が委託先である民間企業等に

対してノウハウの共有・指示等を通じて行う場合、もう一
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つは、地方公務員を委託先企業への派遣等を通じて、

直接ノウハウを共有する場合が考えられる。前者につい

ては、偽装請負となるおそれがあることから労働者派遣

法が、後者については、地方公務員法や公益的法人等

派遣法が関係する。

(1) 偽装請負

いわゆる「偽装請負（委託）」とは、契約の形式は請負・委

託等とされているものの、労働者の受入れ先（派遣先）が

直接請負労働者を指揮命令するなど、実質的には、労

働者派遣法の「労働者派遣事業」に該当するものをいう。

「偽装請負（委託）」は、労働基準法や労働安全衛生法

等に定める派遣元事業者と派遣先事業者の責任の所在

をあいまいにし、労働者の安全衛生・労働条件確保上の

問題があり、労働者派遣法に反する行為とされている。

他方、偽装請負となり得る指示や独立の処理の範囲等

が明確ではないことから、地方公共団体や委託を受ける

民間事業者の双方において困惑が広がっているところで

あり、適正な請負として問題のない範囲を明確化すべき

ではないか。

(2) 地方公務員の委託先への派遣

地方公務員の外部組織への派遣については、様々な制

度が関係しているところであるが、特に、地方公務員法第

35 条（職務専念義務）、第38 条（営利企業等従事制

限）、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等

に関する法律（以下、「公益的法人等派遣法」という。本

法では純粋な民間企業への派遣は規定されていない。）

が関係する。

実際に地方公共団体・受託側双方の要望を踏まえて、サ

ービスを受ける住民の目線に立ち、地方公務員が有して

いる業務のノウハウを、職員の派遣等を通じて委託先に

円滑に移転するための方策を検討する必要があるので

はないか。

■地方公共団体の適正な請負（委託）事業推進のため

の手引き

以下は、「手引き」の全文です。

今後、この手引きをもとに、学校給食調理の民間委託

の導入が進められると考えられます。PFI方式による給食

施設の建設・運営を含め、調理の民間委託がこれからは

じまるところ、また、すでに調理の民間委託が行われてい

るところのいずれもこの「手引き」をご一読いただき、「手

引き」には反映されていない学校給食の教育の一環とし

ての質や、それぞれの地域・学校の特色を保てるのかと

いった課題についてご意見や事例をお寄せください。

地方公共団体の適正な請負（委託）事業推進のための

手引き（平成24年１月 公共サービス改革推進室）

目次

１．はじめに

（１）現状及び問題点の所在

（２）本手引きの目的

２．請負（委託）契約であるのに、なぜ労働者派遣法に抵

触するのか

（１）労働者派遣法とは

（２）「労働者派遣」と「請負」について

３．請負（委託）契約にあたって留意すべきこと

（１）地方公共団体の業務の範囲、民間委託する業務

の範囲の明確化の手順

（２）民間事業者との調整

（３）請負（委託）事業の実施方法の例

（４）契約内容の履行の確認方法の例

（５）双務契約が必要な場合

４．効率的な取り組みモデルの紹介

（１）学校給食調理業務の効率的な実施方法の紹介

（２）学校用務員業務の効率的な実施方法の紹介

（３）地方公共団体の適切な管理下における窓口業務

の効率的な実施方法の紹介

（４）自動車運行管理業務の効率的な実施方法の紹介

５．労働者派遣法に関する相談窓口について

資料１ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との

区分に関する基準（昭和61年労働省告示第37号）

資料２ 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との

区分に関する基準」（37号告示）に関する疑義応答集

資料３ 労働者派遣法に関する相談窓口について

１．はじめに

（１）現状及び問題点の所在

現在、多くの地方公共団体で民間委託が進められてい

ますが、この民間委託に関し、いわゆる「偽装請負」であ

ると都道府県労働局から指導を受ける例が見られます。

「偽装請負」とは、契約上は請負（委託）とされているもの

の、発注者が民間事業者の労働者を指揮命令するな
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ど、実質的に労働者派遣法の「労働者派遣事業」に該当

するものをいいます。偽装請負は、労働者派遣事業の適

正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等

に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣

法」という。）に抵触する違法行為であるとともに、労働基

準法（昭和22年法律第49号）、労働安全衛生法（昭和47

年法律第57号）等に定める派遣元事業者と派遣先事業

者の責任の所在が曖昧になり、労働者の安全衛生、労

働条件確保上の問題も顕在化しています。

地方公共団体が、このような労働者派遣法に抵触する違

法行為を行い、都道府県労働局から指導を受けることと

なる理由の一つとして、労働者派遣法等の理解が十分で

はないことが考えられます。

（２）本手引きの目的

本手引きは、地方公共団体において、民間事業者の創

意工夫を活用した公共サービスの提供を適正な請負（委

託）契約に基づき推進できるよう、請負（委託）契約と偽装

請負（労働者派遣法に抵触する違法行為）についてわか

りやすく整理するとともに、具体的な請負（委託）事業の

取組みモデルについてまとめたものです。地方公共団体

が請負（委託）事業を実施する際に、本手引きをご参考

にしていただければ幸いです。

２．請負（委託）契約であるのに、なぜ労働者派遣法に抵

触するのか

（１）労働者派遣法とは

労働者派遣法の目的は、労働者派遣法第1条において、

「労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事

業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、

派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もって

派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資するこ

とを目的」とすると規定しています。

なお、労働者派遣法上、派遣労働者を受け入れる際、派

遣先は、次の項目等を遵守する必要があります。

※詳細は、「労働者派遣事業を適正に実施するために

―許可・更新等手続マニュアル―」（平成23年1月 厚生

労働省・都道府県労働局（公共職業安定所））を御覧くだ

さい。

○派遣先は、禁止業務に係る労働者派遣の役務の提供

を受けてはならない（労働者派遣法第4条第3項）。

○派遣先は、派遣元事業主（許可、届出のある事業所）

以外から労働者派遣の役務の提供を受けてはならない

（労働者派遣法第24条の2）。

○適正な労働者派遣契約を締結しなければならない（労

働者派遣法第26条）。

○派遣元事業主に対して派遣受入の期間制限抵触日を

通知しなければならない等（労働者派遣法第26条）。

○派遣先は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的

身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを

理由として派遣契約を解除してはならない（労働者派遣

法第27条）。

○派遣受入可能期間の遵守、派遣責任者の選任及び

派遣先管理台帳の整備など派遣先が講ずべき措置等を

講じなければならない（労働者派遣法第39条～43条）。

○派遣先が講ずべき措置に関する指針（最終改正 平成

21年厚生労働省告示第245号）

及び日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣

元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針（平

成20年厚生労働省告示第36 号）を遵守しなければなら

ない。

（２）「労働者派遣」と「請負」について（図1参照 省略）

○労働者派遣とは、労働者を「他人の指揮命令を受け

て、当該他人のために労働に従事させること」であり、こ

の有無により、労働者派遣を業として行う労働者派遣事

業と請負により行われる事業とが区分されます。

○「他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に

従事させる」ものではないとして、労働者派遣事業に該当

せず、請負により行われる事業に該当すると判断される

ためには、第１に、当該労働者の労働力を当該事業主が

自ら直接利用すること、すなわち、当該労働者の作業の

遂行について、当該事業主が直接指揮監督のすべてを

行うこ第２に、当該業務を自己の業務として相手方から独

立して処理すること、すなわち、当該業務が当該事業主

の業務として、その有する能力に基づき自己の責任の下

に処理されることが必要です。詳細は、労働者派遣事業

関係業務取扱要領（最終改正 平成23年4月21日）を御

覧ください。

地方公共団体と民間事業者との間で締結する契約に

は、「請負契約」や「委託契約」などがありますが、契約の

名称に関わらず、実際の業務において、地方公共団体
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が民間事業者の労働者に対して、指揮命令を行ったとす

れば、それは労働者派遣事業であるとみなされることに

なります。労働者派遣事業であるとみなされた場合、労

働者派遣法に規定する前述２．（１）の手続きや措置が必

要ですが、それが行われていなければ、請負（委託）を装

った、労働者派遣法に抵触する行為であると判断される

ことになります。

労働者派遣事業と請負により行われる事業の区分に関

する基準については、37号告示（資料1参照）及び、「労

働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す

る基準」（37号告示）に関する疑義応答集（資料2 参照、

以下「37号告示に関する疑義応答集」という。）が発出さ

れています。

３．請負（委託）契約にあたって留意すべきこと

（１）地方公共団体の業務の範囲、民間委託する業務の

範囲の明確化の手順（図2参照 省略）

○現在、行政機関が担っている公共サービスを、公務員

が実施すべき業務（民間事業者による実施は不可）と、

事実上の行為または補助的な業務（民間事業者による

実施が可能）に分けます。

○事実上の行為または補助的な業務（民間事業者によ

る実施が可能な業務）のうち、業務の効率性等の観点か

ら、引き続き公務員が行っていく業務と、請負（委託）によ

り行っていく業務を、地方公共団体の判断により決定しま

す（判断する際には、住民に意見を聞くなど、様々な方

法があります。）。

○このプロセスによって、地方公共団体及び民間事業者

が取り扱う業務の範囲が明確になります。

○なお、公務員が共同して遂行することが必須である業

務など、民間事業者が独立して行うことができない業務

については、請負（委託）には適さないと考えられます。

（２）民間事業者との調整

○民間事業者が取り扱う業務に関して、地方公共団体

は、民間事業者の個々の労働者に指示をすることはでき

ません（民間事業所を通じて、間接的に労働者に指示す

ることもできません）。業務内容について必要に応じて民

間事業者の業務責任者と協議、調整を行うことは可能で

すが、請負（委託）事業は、あくまで受託した民間事業者

が地方公共団体から独立して行うものです。

（３）請負（委託）事業の実施方法の例（図3参照 図省略）

※以下の①～⑤は、図3 における①～⑤に対応してい

ます。

①地方公共団体は、必要に応じて民間事業者と打ち合

わせや調整を行うことができます。打ち合わせや調整の

方法や頻度については、あらかじめ仕様書などで定めて

おきます。なお、地方公共団体は、業務責任者との間で

のみ打ち合わせや調整を行うことができます。

②民間事業者の業務責任者は、各労働者に対し業務上

の指示を行います。

③業務完了後、民間事業者は、地方公共団体に対し業

務完了確認書により業務完了の報告を行います（日次、

週次、月次など様々な報告があるので、報告の時期につ

いては、契約書や仕様書で明確にすることが考えられま

す。報告はあくまで民間事業者に依頼するものであり、地

方公共団体が個々の労働者に対して業務報告を求める

ことは指示に当たると判断されることからできません。）。

④業務完了の報告を受け、地方公共団体は、必要に応

じ追加作業（やり直し、手直し等）について民間事業者と

調整を行います。

⑤民間事業者は、追加作業が終了した際には、再度、地

方公共団体に対して業務完了報告を行い、確認を受け

ます。

（４）契約内容の履行の確認方法の例

○地方公共団体が、民間事業者に対して業務完了の確

認する際には、あらかじめ業務完了確認書の様式を定め

ておきます。

○報告を受けた結果、業務が未完成であると判断された

場合や、業務の質が確保されていないと判断された場合

の追加作業、やり直し等に関する取り決めは、契約書や

仕様書に具体的に定めておきます。この際、以下のよう

な取り決めを交わすことはできません。

・地方公共団体が個々の労働者に追加作業を依頼でき

る旨の取り決め

・やり直し部分については地方公共団体自らが作業を行

う旨の取り決め

（５）双務契約が必要な場合

双務契約とは、売買、賃貸借など、契約によって当事者
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双方が債務を負担しそれが互いに対価（報酬）たる意義

を有する契約です。

○請負契約であると判断されるためには、37号告示の第

2条の各号の全てに該当することが必要です。

○37号告示第2条第号ハにおいては、以下の2つの要件

のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働

力を提供するものでないことが求められています。

（1）自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若

しくは器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）又は材料

若しくは資材により、業務を処理すること。

（2）自己の行う企画又は自己の有する専門的な技術若し

くは経験に基づいて、業務を処理すること。

○請負契約において、双務契約が必要な範囲につい

て、37号告示に関する疑義応答集の「13.作業場所等の

使用料」に、以下の通り記載されています。

－37号告示第2 条第2号ハ（1）の場合に、請負業務の処

理に直接必要とされる機械、資材等を発注者から借り入

れたり、購入したりする場合

⇒ 請負契約とは別個の双務契約が必要です。

－業務の処理に間接的に必要とされるもの（例えば、請

負業務を行う場所の賃貸料や光熱費）や、請負業務の

処理自体に直接必要とされないが、請負業務の処理に

伴い、発注者から請負事業主に提供されるもの（例え

ば、更衣室やロッカー）

⇒ 別個の双務契約までは必要なく、その利用を認める

こと等について請負契約中に包括的に規定されているの

であれば特に問題ありません。

○請負契約とは別個の双務契約が必要かどうかの判断

に迷った際には、最寄りの都道府県労働局需給調整事

業担当（資料3 参照）までお問い合わせください。

４．効率的な取組みモデルの紹介

内閣府において、独自のヒアリング等を通じて、効率的な

請負（委託）事業の実施方法の例をまとめました。請負

（委託）事業の実施の際には、これらをご参考にしていた

だければ幸いです。

（１）学校給食調理業務の効率的な実施方法の紹介

適正な請負（委託）事業として契約書、仕様書、及び作

業手順書において記載することができると考えられる内

容について、下記の通り整理しました。

ただし、地方公共団体が民間事業者の労働者に対して

指示を行うことは労働者派遣とみなされます。労働者派

遣とみなされると、労働者派遣法に規定する手続きや措

置が必要ですが、それが行われていないので、労働者

派遣法に抵触する違法行為であると判断されることにな

ります。

なお、調理業務にあたって、民間事業者が地方公共団

体から提供される食材を使用する場合には、民間事業者

が一旦地方公共団体から食材を「購入」し、完成品として

給食を「売却」するための双務契約までは必要ありません

（37号告示に関する疑義応答集「14.双務契約が必要な

範囲」をご参照ください。）。

○契約書の内容

－民間事業者は、請負（委託）契約の際の仕様書内容に

基づき、地方公共団体の示す献立表に添った調理を行

うこととします。

－民間事業者は、調理業務が終了したときや、地方公共

団体から申し出があった場合には、確認を受けることとし

ます。完成物が仕様書等の要件を満たしていない場合、

地方公共団体は民間事業者へ手直し、やり直しの依頼

をすることができます。民間事業者は、手直し・やり直しを

終えたときは、再度地方公共団体に申し出て確認を受け

ることとします。

－民間事業者は、一日の業務終了後、調理業務指示書

等の定型様式に確認の結果を記載し、調理業務完了確

認書に添付の上、地方公共団体に報告し、確認を受ける

こととします。

－食中毒などが発生し、地方公共団体が民間事業者か

ら損害を負った場合には、民間事業者が地方公共団体

に対して損害賠償の責任を負う旨の規定を明記します。

○仕様書

－民間事業者は、地方公共団体が作成した献立表や作

業手順書等に基づき、地方公共団体の提供する食材を

使用し調理することとします。調理方法等については、前

日までに地方公共団体と打ち合わせ等を行うこととしま

す。

－作業手順書には、食器具の洗浄・消毒・保管に至るま

での手順や、計量・下処理・裁断・混合・加熱処理・調味

等の手順を記載します。

－民間事業者は、設備の清掃及び整理整頓を行い、「日

常点検表」による点検を毎日行い、地方公共団体の確認

を受けることとします。また、調理業務完了確認書によっ
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て最終確認を受けることとします。

－地方公共団体の提案に基づき、民間事業者の指揮・

監督の下で、調理従事者は、研修及び講演会等へ参加

することができます。

○業務実施の方法について

－必要に応じて、地方公共団体と民間事業者との打ち

合わせを行います。

－打ち合わせにおいては、地方公共団体が献立・材料・

数量・食材の切り方等について、指定の様式を用いて民

間事業者に提案を行うこととします。

－民間事業者は地方公共団体からの提案を参考に、個

別の調理員に指示を出すこととします。

－業務日報は民間事業者が保管することとし、発注者で

ある地方公共団体が必要に応じて報告を求めることがで

きる状態にしておくこととします。

－様式を定めた業務完了確認書により民間事業者が毎

月業務報告を行い、この報告により委託金を支払うことと

します。

－民間事業者の労働者が休暇を取得する際などに、代

替要員として地方公共団体の職員が作業を行うことはで

きません。

※学校給食調理業務の委託にあたっては、東京地方裁

判所判決（平成16年5月19日言渡し）もご参照ください。

（２）学校用務員業務の効率的な実施方法の紹介

学校用務員の請負（委託）事業を効率的に実施する方

法について以下の通り整理しました（図4参照）。

○業務責任者、常駐従事者、非常勤従事者、特定作業

従事者（剪定、清掃、害虫駆除等）により業務を実施する

ことで効率化を図ります。

○業務責任者は毎週各学校に出向き、打ち合わせを実

施することとします。

○打ち合わせにおいては、地方公共団体は月次・週次

の学校行事などを示すとともに、調整を実施することとし

ます。

○常駐従事者は、各学校に複数人常駐し、日常的な用

務を実施することとします。

○非常勤従事者は、常勤従事者が休暇等の場合に、代

替員として勤務することとします。

○特定作業従事者は、剪定や清掃などの特定の作業が

必要なときに勤務するほか、業務責任者からの指示を受

け、突発的な害虫駆除等に対応することとします。

（３）地方公共団体の適切な管理下における窓口業務の

効率的な実施方法の紹介

地方公共団体の窓口業務の請負（委託）事業について、

以下の通り整理しました（図5参照 図省略）。なお、適切

な管理とは、民間事業者が業務を実施する官署内に市

町村職員が常駐し、不測の事態等に際しては当該職員

自らが臨機適切な対応を行うことができる体制とすること

等が考えられます。また、市町村職員が委託先職員に指

揮命令して業務の処理を行わせたと認められる場合には

契約形態にかかわらず労働者派遣にあたり、労働者派

遣法に従わなければなりませんのでご留意下さい。詳細

は、「市町村の出張所・連絡所等における窓口業務に関

する官民競争入札又は民間競争入札等により民間事業

者に委託することが可能な業務の範囲等について」（平

成20年1月17日 内閣府公共サービス改革推進室）をご

参照ください。なお、この場合であっても、地方公共団体

が民間事業者の労働者に対して指示する場合は、労働

者派遣法に抵触することとなるため、留意が必要です。

○委託にあたっては、まず、公務員が行うべき業務と、民

間委託が可能な業務に分けます。民間委託が可能な業

務とは、受付、引渡し、端末操作、交付決定等の判断材

料の収集など、事実上の行為または補助的な業務です。

○その上で、民間委託が可能な業務の中から、実際に

民間委託を行う業務を設定します。

○職員と民間事業者が混在しないよう、レイアウト変更を

行います。その際、効率的な動線にも配慮することが重

要です。

（４）自動車運行管理業務の効率的な実施方法の紹介

自動車運行管理の請負（委託）事業について、その実施

方法を以下の通り整理しました（図6参照）。

○地方公共団体が、あらかじめ定められた様式により、

毎日運行管理表を作成し、民間事業者に提示します。当

該運行管理表が安全管理の確保、人員体制等から不適

切なものとなっている場合には、民間事業者がその旨を

地方公共団体に申し入れ変更できるものとします。

○運行管理表を作成した後に、追加業務が発生した場

合には、地方公共団体は、民間事業者の業務責任者に

電話、ファックス、もしくは電子メール等により追加された
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業務内容の依頼を行います。

○運行中の突発的な事象については、運行管理従事者

（ドライバー）が携帯電話により業務責任者に指示を仰ぐ

こととします。

○事故が発生し地方公共団体が損害を被った場合に

は、民間事業者が地方公共団体に対して損害賠償責任

を負う旨の規定を契約書に明記します。また、損害賠償

責任を負う意思や履行能力を担保するため、民間事業

者が自動車事故に係る任意保険に加入することも、契約

書に明記します。

○自動車運行管理の請負（委託）事業の実施に当たって

は、運転者の提供のみならず、管理車両の整備（定期整

備を含む。）及び修理全般、燃料・油脂等の購入及び給

油、備品及び消耗品の購入、車両管理のための事務手

続、事故処理全般等についても受託することにより、地方

公共団体の自動車の管理全体を行うことが必要です。ま

た、当該受託業務の範囲を契約書に明記することが必要

です。

５．労働者派遣法に関する相談窓口について

労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分な

ど、労働者派遣法に関する御質問は、都道府県労働局

にお問い合わせください。詳しいお問い合わせ先は、資

料3 をご参照ください。

（資料１）労働者派遣事業と請負により行われる事業と

の区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号）

第１条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確

保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

（昭和60年法律第88号。以下「法」という。）の適正な運用

を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否か

の判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者

派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかに

することを目的とする。

第２条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇

用する労働者を従事させることを業として行う事業主であ

っても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号

のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を

行う事業主とする。

一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自

己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するもの

であること。

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関す

る指示その他の管理を自ら行うものであること。

(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その

他の管理を自ら行うこと。

(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示そ

の他の管理を自ら行うこと。

ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関す

る指示その他の管理を自ら行うものであること。

(1) 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休

暇等に関する指示その他の管理（これらの単なる把握を

除く。）を自ら行うこと。

(2) 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休

日に労働させる場合における指示その他の管理（これら

の場合における労働時間等の単なる把握を除く。）を自ら

行うこと。

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序

の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うも

のであること。

(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指

示その他の管理を自ら行うこと。

(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請

負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契

約の相手方から独立して処理するものであること。

イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任

の下に調達し、かつ、支弁すること。

ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規

定された事業主としてのすべての責任を負うこと。

ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的

な労働力を提供するものでないこと。

(1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若

しくは器材（業務上必要な簡易な工具を除く。）又は材料

若しくは資材により、業務を処理すること。

(2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しく

は経験に基づいて、業務を処理すること。

第３条 前条各号のいずれにも該当する事業主であって

も、それが法の規定に違反することを免れるため故意に

偽装されたものであって、その事業の真の目的が法第３

条第２号に規定する労働者派遣を業として行うことにある

ときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れる
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ことができない。

資料２ 「労働者派遣事業と請負により行われる事業と

の区分に関する基準」（37号告示）に関する疑義応答集

1.発注者と請負労働者との日常的な会話

Q.請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装

請負になると聞きましたが、発注者が請負事業主の労働

者(以下「請負労働者」といいます。)と日常的な会話をし

ても、偽装請負となりますか。

A. 発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な

会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令

を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたりませ

ん。

2.発注者からの注文(クレーム対応)

Q.欠陥製品が発生したことから、発注者が請負事業主の

作業工程を確認したところ、欠陥商品の原因が請負事業

主の作業工程にあることがわかりました。この場合、発注

者が請負事業主に作業工程の見直しや欠陥商品を製作

し直すことを要求することは偽装請負となりますか。

A.発注者から請負事業主に対して、作業工程の見直し

や欠陥商品を製作し直すことなど発注に関わる要求や

注文を行うことは、業務請負契約の当事者間で行われる

ものであり、発注者から請負労働者への直接の指揮命令

ではないので労働者派遣には該当せず偽装請負にはあ

たりません。ただし、発注者が直接、請負労働者に作業

工程の変更を指示したり、欠陥商品の再製作を指示した

りした場合は、直接の指揮命令に該当することから偽装

請負と判断されることになります。

3.発注者の労働者による請負事業主への応援

Q.発注者から大量の注文があり、請負労働者だけでは

処理できないときに、発注者の労働者が請負事業主の

作業場で作業の応援を行った場合、偽装請負となります

か。

A.発注者の労働者が、請負事業主の指揮命令の下、請

負事業主の請け負った業務を行った場合は、発注者が

派遣元事業主、請負事業主が派遣先となる労働者派遣

に該当します。労働者派遣法に基づき適正に行われて

いない限りは違法となります。なお、請負事業主では大

量の注文に応じられないことから、従来の契約の一部解

除や変更によって、請負事業主で処理しなくなった業務

を発注者が自ら行うこととなった場合等は、変更等の手

続が適切になされているのであれば、特に違法ではあり

ません。

4.管理責任者の兼任

Q.請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合、

管理責任者が不在になる場合も発生しますが、請負業

務として問題がありますか。

A.請負事業主の管理責任者は、請負事業主に代わっ

て、請負作業場での作業の遂行に関する指示、請負労

働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の権限を

有しているものですが、仮に作業者を兼任して、通常は

作業をしていたとしても、これらの責任も果たせるのであ

れば、特に問題はありません。

また、管理責任者が休暇等で不在にすることがある場合

には、代理の者を選任しておき、管理責任者の代わりに

権限を行使できるようにしておけば、特に問題はありませ

ん。

ただし、管理責任者が作業者を兼任しているために、当

該作業の都合で、事実上は請負労働者の管理等ができ

ないのであれば、管理責任者とはいえず、偽装請負と判

断されることになります。

さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で

当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的

には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請

負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断

されることになります。

5.発注者の労働者と請負労働者の混在

Q.発注者の作業スペースの一部に請負事業主の作業ス

ペースがあるときに、発注者と請負事業主の作業スペー

スを明確にパーテーション等で区分しないと偽装請負と

なりますか。

また、発注者の労働者と請負労働者が混在していると、

偽装請負となりますか。

A.適正な請負と判断されるためには、請負事業主が、自

己の労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の

管理を自ら行っていること、請け負った業務を自己の業

務として契約の相手方から独立して処理することなどが
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必要です。これらの要件が満たされているのであれば、

仮に両事業主の作業スペースがパーテーション等により

物理的に区分されていることがなくても、それだけをもっ

て偽装請負と判断されるものではありません。また、同様

に、上記の要件が満たされているのであれば、パーテー

ション等の区分がないだけでなく、発注者の労働者と請

負労働者が混在していたとしても、それだけをもって偽装

請負と判断されるものではありません。.ただし、例えば、

発注者と請負事業主の作業内容に連続性がある場合で

あって、それぞれの作業スペースが物理的に区分されて

ないことや、それぞれの労働者が混在していることが原

因で、発注者が請負労働者に対し、業務の遂行方法に

必然的に直接指示を行ってしまう場合は、偽装請負と判

断されることになります。

6.中間ラインで作業をする場合の取扱

Q.製造業務において、発注者の工場の製造ラインのう

ち、中間のラインの一つを請け負っている場合に、毎日

の業務量は発注者が作業しているラインから届く半製品

の量によって変動します。この場合は、偽装請負となりま

すか。

A.適切な請負と判断されるためには、業務の遂行に関す

る指示その他の管理を請負事業主が自ら行っているこ

と、請け負った業務を自己の業務として相手方から独立

して処理することなどが必要ですが、これらの要件が満た

されているのであれば、発注者の工場の中間ラインの一

つを請け負っていることのみをもって、偽装請負と判断さ

れるものではありません。.具体的には、工場の中間ライ

ンの一つを請け負っている場合であっても、一定期間に

おいて処理すべき業務の内容や量の注文に応じて、請

負事業主が自ら作業遂行の速度、作業の割り付け、順

番、労働者数等を決定しているのであれば中間ラインの

一つを請け負っていることのみをもって、偽装請負と判断

されるものではありません。

ただし、工場の中間ラインの一つを請け負っている場合

で、一定期間において処理すべき業務の内容や量が予

め決まっておらず、他の中間ラインの影響によって、請負

事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と終了時

間が実質的に定まってしまう場合など、請負事業主が自

ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っていると

はみなせないときは、偽装請負と判断されることになりま

す。

7.作業工程の指示

Q.発注者が、請負業務の作業工程に関して、仕事の順

序の指示を行ったり、請負労働者の配置の決定を行った

りしてもいいですか。また、発注者が直接請負労働者に

指示を行わないのですが、発注者が作成した作業指示

書を請負事業主に渡してそのとおりに作業を行わせても

いいですか。

A.適切な請負と判断されるためには、業務の遂行に関す

る指示その他の管理を請負事業主が自ら行っているこ

と、請け負った業務を自己の業務として相手方から独立

して処理することなどが必要です。したがって、発注者が

請負業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法等の

指示を行ったり、請負労働者の配置、請負労働者一人

ひとりへの仕事の割付等を決定したりすることは、請負事

業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行

っていないので、偽装請負と判断されることになります。

また、こうした指示は口頭に限らず、発注者が作業の内

容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのと

おりに請負事業主が作業を行っている場合も、発注者に

よる指示その他の管理を行わせていると判断され、偽装

請負と判断されることになります。

8.発注量が変動する場合の取扱

Q.発注する製品の量や作業量が、日ごと月ごとに変動が

激しく、一定量の発注が困難な場合に、包括的な業務請

負契約を締結しておき、毎日必要量を発注した上で、出

来高での精算とすることは、偽装請負となりますか。また、

完成した製品の量等に応じた出来高精算ではなく、当該

請負業務に投入した請負労働者の人数により精算するこ

とは、偽装請負となりますか。

A.請負事業主が発注者から独立して業務を処理してい

るとともに、発注される製品や作業の量に応じて、請負事

業主が自ら業務の遂行方法に関する指示（順序、緩急の

調整等）、労働者の配置や労働時間の管理等を行うこと

により、自己の雇用する労働者を請負事業主が直接利

用しているのであれば、包括的な業務請負契約を締結

し、発注量は毎日変更することだけをもって、偽装請負と

判断されるものではありません。

また、このように発注量が変動し、請負料金が一定しない
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場合に、完成した製品の個数等に基づき出来高で精算

することだけをもって、偽装請負と判断されるものではあり

ません。

ただし、製品や作業の完成を目的として業務を受発注し

ているのではなく、業務を処理するために費やす労働力

(労働者の人数)に関して受発注を行い、投入した労働力

の単価を基に請負料金を精算している場合は、発注者

に対して単なる労働力の提供を行われているにすぎず、

その場合には偽装請負と判断されることになります。

9 請負労働者の作業服

Q.請負労働者の作業服について、発注者からの指示が

あった場合は、偽装請負となりますか。また、発注者と請

負事業主のそれぞれの労働者が着用する作業服が同ー

であった場合は偽装請負となりますか。

A.適切な請負と判断されるためには、請負事業主が、自

己の労働者の服務上の規律に関する事項についての指

示その他の管理を自ら行うこと、業務を自己の業務として

契約の相手方から独立して処理することなどが必要で

す。.請負労働者に対して発注者が直接作業服の指示を

行ったり、請負事業主を通じた関与を行ったりすること

は、請負事業主が自己の労働者の服務上の規律に関す

る指示その他の管理を自ら行っていないこととなり、偽装

請負と判断されることになります。.ただし、例えば、製品

の製造に関する制約のため、事業所内への部外者の侵

入を防止し企業機密を守るため、労働者の安全衛生の

ため等の特段の合理的な理由により、特定の作業服の

着用について、双方合意の上、予め請負契約で定めて

いることのみをもって、偽装請負と判断されるものではあ

りません。

10 請負業務において発注者が行う技術指導

Q.請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行っては

ならないと聞きましたが、技術指導等を行うと、偽装請負

となりますか。

A.適切な請負と判断されるためには、請負事業主が、自

己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、

業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理

することなどの要件を満たすことが必要となります。

発注者が、これらの要件を逸脱して労働者に対して技術

指導等を行うことはできませんが、ー般的には、発注者

が請負労働者に対して行う技術指導等とされるもののう

ち次の例に該当するものについては、当該行為が行わ

れたことをもって、偽装請負と判断されるものではありま

せん。

例.

ア 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた

後初めて使用する場合、借り受けている設備に発注者に

よる改修が加えられた後初めて使用する場合等におい

て、請負事業主による業務処理の開始に先立って、当該

設備の貸主としての立場にある発注者が、借り手としての

立場にある請負事業主に対して、当該設備の操作方法

等について説明を行う際に、請負事業主の監督の下で

労働者に当該説明(操作方法等の理解に特に必要となる

実習を含みます。 )を受けさせる場合のもの

イ 新製品の製造着手時において、発注者が、請負事業

主に対して、請負契約の内容である仕様等について補

足的な説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働

者に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは十分な

仕様等の理解が困難な場合に特に必要となる実習を含

みます。 )を受けさせる場合のもの

ウ 発注者が、安全衛生上緊急に対処する必要のある事

項について、労働者に対して指示を行う場合のもの

11 請負業務の内容が変更した場合の技術指導

Q.製品開発が頻繁にあり、それに応じて請負業務の内

容が変わる場合に、その都度、発注者からの技術指導が

必要となりますが、どの程度まで認められますか。

A.請負業務の内容等については日常的に軽微な変更が

発生することも予想されますが、その場合に直接発注者

から請負労働者に対して変更指示をすることは偽装請負

にあたります。ー方、発注者から請負事業主に対して、変

更に関する説明、指示等が行われていれば、特に問題

はありません。

ただし、新しい製品の製造や、新しい機械の導入により、

従来どおりの作業方法等では処理ができない場合で、発

注者から請負事業主に対しての説明、指示等だけでは

処理できないときには、Q10ア又はイに準じて、変更に際

して、発注者による技術指導を受けることは、特に問題は

ありません。

12 玄関、食堂等の使用
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Q.発注者の建物内において請負業務の作業をしていま

すが、当該建物の玄関、食堂、化粧室等を発注者と請負

事業主が共同で使用することは違法となりますか。また、

別個の双務契約を締結する必要はありますか。

A.食堂、化粧室等のように業務処理に直接必要とはされ

ない福利厚生施設や、建物の玄関、エレベーターのよう

に不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、発注者と

請負事業主が共同で使用することは差し支えありませ

ん。また、使用に当たって、別個の双務契約までは必ず

しも要するものではありません。

13作業場所等の使用料

Q.発注者の建物内において請負業務の作業をしていま

すが、当該建物内の作業場所の賃貸料や光熱費、請負

労働者のために発注者から提供を受けている更衣室や

ロッカーの賃借料についても、別個の双務契約が必要で

すか。

A.適正な請負と判断されるためには、請負事業主が請け

負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立し

て処理することなどが必要であり、単に肉体的な労働力

を提供するものではないことが必要です。そのためには、

①請負事業主の責任と負担で、機械、設備若しくは器

材(業務上必要な簡易な工具を除きます。 )又は材料若

しくは資材を準備し、業務の処理を行うか、 ②企画又は

専門的な技術若しくは経験で業務を処理するか、いずれ

かであることが必要です。 ①の場合に、請負業務の処

理自体に直接必要とされる機械、資材等を発注者から借

り入れたり、購入したりする場合は請負契約とは別個の

双務契約が必要です。他方、請負業務の処理に間接的

に必要とされるもの(例えば、請負業務を行う場所の賃貸

料や、光熱費)、請負業務の処理自体には直接必要とさ

れないが、請負業務の処理に伴い、発注者から請負事

業主に提供されるもの(例えば、更衣室やロッカー)につ

いては、別個の双務契約までは必要なく、その利用を認

めること等について請負契約中に包括的に規定されてい

るのであれば特に問題にないものです。

14 双務契約が必要な範囲

Q.発注者から、製造の業務を請け負った場合、請負事

業主の責任と負担で、機械、設備若しくは器材又は材料

若しくは資材を準備し、業務処理を行うことが必要であ

り、機械、資材等を発注者から借り入れ又は購入するの

であれば、別個の双務契約が必要とのことですが、半製

品への部品の組み込みや塗装、完成品の梱包の業務を

請け負っている場合に、発注者から提供された部品、塗

料、梱包材等について、ー旦発注者から購入することが

必要ですか。

A.発注者から、①半製品とそれに組み込む部品や仕上

げのための塗料等を提供された上で半製品に部品を取

り付けたり、塗装したりする業務を請け負っている場

合、②完成品と梱包材を提供された上で完成品を梱包

する業務を請け負っている場合に、半製品と部品や塗

料、完成品と梱包材を、ー旦発注者から請負事業主が

「購入」し、取付・塗装や梱包の業務の完了後に、加工後

の半製品や梱包後の完成品を請負事業主から発注者に

「売却」するための双務契約までは必要ありません。.

ただし、このような塗装、梱包等の業務であっても、当該

組み込み、塗装、梱包等の業務に必要な機械、設備又

は機材は、請負事業主の責任で準備するか、発注者か

ら借り入れる又は購入するのであれば、別個の双務契約

を締結することが必要になります。

15 資材等の調達費用

Q.製造の業務を請け負っていますが、請負事業主が調

達する原材料の価格が日々変動したり、発注量によって

原材料の量も変動したりすることから、請負経費の中に

原材料の費用を含めてー括の契約を締結することは困

難です。原材料について、請負代金とは別に実費精算と

した場合、偽装請負となりますか。

A.請負業務の処理に必要な資材等については、請負事

業主の責任により調達することが必要ですが、必要となる

資材等の価格が不明確な場合で、予め契約を締結する

ことが困難な場合は、請負業務にかかる対価とは別に、

精算することとしても特に問題はありません。

資料３ 労働者派遣法に関する相談窓口について

（省略）
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投稿

なぜ、今、学校給食の民間委託化に反対するのか

投稿 なぜ、今、学校給食の民間委託化に反対す

るのか（憂国記）

Ｍさん（東京都葛飾区・学校給食調理員）

ここのところ、東京をみても、あるいは全国的にみても、

学校給食の民間委託化が、当然のようになし崩し的に進

んできています。

また、現場も、それが既成事実のように受け入れられて

います。

1985年１月21日、文部省体育局長から「合理化通知」

が出されました。この線に沿ったそのままで、各自治体

は、人件費削減＝民間委託という図式そのままに、調理

現場の民間委託がなされてきました。

その後、各自治体・市区町村では、労働組合の反対

運動が行われてきましたが、何の決め手もないまま、現在

に至る結果になっています。

現場でもいろいろな試みがなされてきました。「地産地

消」「バイキング」「セレクト」「季節献立や行事食」「弁当給

食」等々、その内容には事欠きません。いろいろな知恵

を出して、新たな学校給食の一時代をつくってきた実績

は評価できると思います。

当局側の攻撃に抵抗するように出されてきた知恵に

は、地域を大事に、食材の鰺を大切に、地域の行事を食

事の内容にと、それぞれのローカルカラーが出ている学

校給食を作り上げてきたわけですが、これらは栄養士と

調理師とのコラボレーションの結果なのです。

また、10年たって、20年たって、子どもたちが大人にな

ったとき、あのときの給食が懐かしい、もう一度食べてみ

たいと思われるような、思い出づくりの学校給食をつくっ

ていきたいとも思うのです。

話ははじめに戻りますが、「学校給食ニュース」の牧下

氏が夏期学校給食学習会の中で、以前「民託の経済効

果」について調査が行われていたということであります

が、調査してから20年たっているということです。「現在の

民託の経済効果」について『栄養士のひろば（46）』2011.

7.25付に、今一度検証すべきと書いてあります。

葛飾も民託に抗すべき、2002年（９年前）に効率化校と

いって、正規２名に非常勤という体制をつくりました。

その後２年後に同じように、正規１名と非常勤という効

率化校ができました。しかしそれは、民間との比較の中で

は、実績はなくなりつつあります。理由は、「分室」という

制度（組織）をつくって、特別給食あるいは手の込んだ給

食の時に、人員を分室から派遣するという方法を、現在と

っているからです。

当初、効率化校案は、民託との比較で経済効果（コス

ト）をみるものでした。しかし、「分室」から正規職員を支援

という形で派遣することによって、経済効果の比較はすで

になくなりました。

ただ、民託が増えていった場合、ひとつ言えることは、

足立区のように全校が民託になった時、足立区が出した

「給食調理業務委託マニュアル」を見ていてもわかるよう

に、教育としての給食の低下、食事としての質の低下が

手に取るように分かるないようになっているということで

す。

これは、委託業者が区との話し合いの中で、いくら区

側が出したとはいえ、業者側の意志の表われであること

は、間違いありません。

民託業者側がまとまれば、業者によってはチェーン店

の居酒屋と同じように、製造から販売までを一手に握るこ

とは火を見るよりも明らかです。

教育現場に、そのような利益だけの委託業者が入り込

むということは、教育現場の軽視と言わざるを得ません。

また、学校教育から「教育の一環としての学校給食」を遠

ざける足がかりとなることは言うまでもありません。

学校給食の民託問題は「学校給食法」の中で、当時の

文部大臣の発言である「学校給食は、教育の一環であ
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る」というあいまいな文言が問題の発端です。教育の現場

が見えない、給食の作る側がはっきりしていない。

「栄養士のひろば（46）」で、栄養士の故・牛尾保子さんが

書かれている「理想の学校給食」の中で、「自校調理・正

規職員である調理員を適正に配置」という一項があるが、

まさにその通りです。

「その後、学校給食法の改正がなされ、学校給食の目

標（第２条）の７項目では、もっと突っ込んだ内容になって

いる。学校給食が単なる栄養補給のための食事ではな

く、学校教育の一環であるという趣旨がより明確になっ

た」とあるコラムでもコメントされています。

平成21年４月に施行された学校給食法の改正の中

で、もう一項目、先に書いたように、教育とは作る側が見

えて、作る人との会話ができて、作る側が責任を持って食

事を食べる側に提供できる、それがまさに教育の一環だ

と思うのだが、いかがでしょうか？

その一項目を付け加えることによって、委託業者との

不毛な争いはなくなります。給食法をさらに改正していか

ない限り「安全で安心な学校給食」は、確立されていかな

いと思います。

さらに言うなら、食べることは本来「文化」だと思いま

す。

創られていく文化もあれば、壊されていく文化もありま

す。

文化とは、何ひとつとっても、育ててはいっても、決して

消されてはならないと思います。学校給食は、教育である

と同時に、「文化」でもあるのです。

皆様からの投稿は、文意を変えない範囲で読みやすくす

るため文章を整理することがありますが、原則そのまま

掲載します。皆様の投稿をお待ちしております。

コラム…年々遅くなる文部科学省の情報公開

文部科学省は毎年５月１日現在の学校給食実施状況等について、都道府県が集約した情報をとりまとめ、公表してい

ます。2006年度（平成18年）の学校給食実施状況等調査は、翌年の2007年10月に公表していますが、2007年度（平成19

年）からは、２年後の2009年１月公表となりました。それでも、次年度中です。2010年度（平成22年）の学校給食実施状況

等調査は、公表予定日が2012年10月となり、２年度も後になっています。

基本的に全国の情報をとりまとめて発表するだけであるのに、これだけ時間がかかるのは問題です。
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情報シート
地域の課題や実践例、ニュースへの感想やご意見もお願いします。写真などはデータや実物を送ってください。

送り先 〒106-0032 東京都港区六本木6-8-15 第２五月ビル２階 全国学校給食を考える会

ＴＥＬ03-3402-8902 ＦＡＸ03-3402-5590 E-mail desk@gakkyu-news.net

記入者名 団体名

ご連絡先（電話・FAX・e-mail）

ご住所（または、都道府県・市町村名）

私は、 栄養士 調理員 保護者 その他（ ）です。

ニュースに掲載する場合、名前は 掲載可 掲載不可（匿名） です。


